
 （有）浜崎製麺所の木材利用の促進に関する構想
・県産木材を利用した木造施設において五島の名産である手延べうどん・そうめんを生産していることを普及・ＰＲすることで、

脱炭素社会の実現や地域活性化に貢献

 （有）浜崎製麺所の構想の達成に向けた取組の内容
・店舗や工場への訪問客及びホームページ閲覧者に対し、県産木材を利用した木造施設において五島の名産である手延べ

うどん・そうめんを生産していることを周知
・施設見学の受入を積極的に行い、五島うどん・そうめんのPRと併せて木材利用の意義・効果等について発信

 構想の達成のための⾧崎県による支援
・技術的助言や活用可能な補助事業の情報提供等
・定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介
・本協定に基づく取組の積極的な広報

有限会社 浜崎製麺所×⾧崎県

⾧崎県建築物木材利用促進協定

協定締結日:令和８年3月31日
有効期間:協定締結日から令和12年3月末まで
対象区域:⾧崎県

有限会社浜崎製麺所は、県産木材を利用した木造施設において五島の名産である手延べうどん・そ
うめんを生産していることを普及・ＰＲすることで、脱炭素社会の実現や地域活性化に貢献するため、
長崎県と協定を締結しました。


